
  

令和 4 年 11 月 9 日 
電気用品調査委員会 事務局 

 
電気用品安全法の旧一項基準の廃止に向けた検討(案) 

 
平成 25 年 7 月 1 日、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成二十五年経済産業省

令第三十四号）の全部改正が行われ、技術基準を電気用品の安全に必要な性能を定めた内

容にすること（性能規定化）により、国際基準の動向や新製品の開発に対して柔軟に対応

できるようになった。 
また、平成 26 年 6 月 30 日開催の「第 2 回 産業構造審議会 製品安全小委員会」におい

て、下記の方針が示されている。 
① 今後の電安法技術基準体系の整備は、主として、JIS 等公的規格の整合規格として

の採用を中心に進め、技術基準解釈通達の別表第十二の整備・拡充を鋭意進める。 
② 技術基準解釈別表第一～別表第十一（旧一項基準）は、整合規格が整備された分野

から順次廃止していく。 
これまで、電気用品調査委員会では、上記方針等を踏まえ、国と連携し、JIS 等公的規

格の整合規格としての採用に向けた検討を鋭意進めてきたところ、現在、複数の分野につ

いて、整合規格が整備されつつある。 
また、昨今の電気用品の製造・流通等におけるグローバル化や国際規格への整合化の観

点からも、整合規格の整備拡充の重要性は益々高まりつつある。 
この状況に鑑み、電気用品調査委員会として、整合規格の整備状況について改めて精緻

に確認の上、技術基準解釈の別表第十二への一本化に向けた検討を加速させたい。 
今後の作業イメージ（案）は、２．のとおり。なお、検討が完了した分野から、順次、

その内容を国に提案することとしたい。 
 
１．整合規格の整備状況 

電気用品調査委員会が公表している「電気用品名と解釈別表第十二の電気安全に関する

基準との対比表」を基に、整備状況を確認したところ、以下のとおり（別紙参照）。 
 別表第一（電線）、別表第四（配線器具）、別表第七（電動機）、別表第九（リチウ

ムイオン蓄電池） 
→対応する別表第十二規格が整備されていると思われる。 

 別表第二（電線管）、別表第三（ヒューズ）、別表第五（電流制限器）、別表第六

（変圧器） 
→数品目を除き、対応する別表第十二規格が整備されている模様。 

 別表第八（電気製品） 
→J 規格のない品目が多数存在している模様。 
 

※ 同じ電気用品名であっても製品によって適用できる別表第十二規格が異なるケースが

あるため、別表第十二規格が一基準整備されていることをもって J 規格整備済みにな
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るとは限らない。技術基準解釈別表第一～別表第十一（旧一項基準）の別表第十二へ

の一本化にあたっては、関係業界に確認しつつ検討を進めることが肝要。 
 
２．今後の作業イメージ（案） 

事務局が整合規格の整備状況について確認したところ、分野毎に状況が異なる模様。 
整合規格の整備状況については、精緻な確認が必要であるところ、解釈検討第 1 部会に

おいて確認作業を実施するとともに、国とも連携し、技術基準解釈の別表第十二への一本

化に向けた取組を進めたい。 
なお、現時点における、事務局としての作業イメージ（案）は以下のとおり。 
【第１段階】別表第九の廃止 
      →済（現在、国が年内を目途に、技術基準解釈の別表第十二への一本化に

向けた検討を進行中）。 

【第２段階】別表第一・別表第四・別表第七の廃止 

      →（P）2023 年中を目処に検討を完了。 

【第３段階】別表第二・別表第三・別表第五・別表第六の廃止 

      →要調整。 

【第４段階】別表第八の廃止／不要箇所の削除 
      →要調整。 

 
＊別表第六や別表第八の基準には、別表第一や別表第四などの基準を引用しているものも

多くあるため、こうした被引用基準の廃止に伴う改正の検討が必要。 

＊別表第四及び別表第七の廃止時期によっては、電波雑音部会における別表第十の見直し

検討にも影響を及ぼすことに留意が必要。 
 

以上 
 
 
 
  



 
（別紙）技術基準解釈別表第十二の整備状況 

※本表は、電気用品調査委員会 HP に掲載の「電気用品名と解釈別表第十二の電気安全二

関する基準との対応表」を元に集計。（下記 URL 参照） 
https://www.eam-rc.jp/pdf/result/4_taiouhyouR5_202210.pdf 

 

電気用品の区分 
技術基準解釈 
(旧一項基準) 

技術基準解釈別表第十二の整備状況 

ゴム系絶縁電線類 
別表第一 各電気用品に対応する J 規格あり 

合成樹脂系絶縁電線類 

金属製電線管類 

別表第二 

下記１品目の J 規格無し 
・金属製のフロアダクト 

金属製電線管類附属品 
各電気用品に対応する J 規格あり 合成樹脂製等電線管類 

合成樹脂製等電線管類附属品 
つめ付ヒューズ 

別表第三 
各電気用品に対応する J 規格あり 
（※露出型の温度ヒューズに対応の J 規格なし？） 包装ヒューズ類 

温度ヒューズ 
配線器具 別表第四 各電気用品に対応する J 規格あり 

電流制限器 別表第五 
下記１品目の J 規格無し 
・定額制用電流制限器 

小形単相変圧器類 別表第六 
下記２品目の J 規格無し 
・オゾン発生器用安定器 
・殺菌灯用安定器 

小形交流電動機 別表第七 各電気用品に対応する J 規格あり 
電熱器具 

別表第八 

１５品目の J 規格無し 
電動力応用機械器具 ３７品目の J 規格無し 

光源及び光源応用機械器具 

下記３品目の J 規格無し 
・検卵器 
・電気消毒器（殺菌灯） 
・充電式携帯電灯 

電子応用機械器具 ４品目の J 規格無し 
交流用電気機械器具 ７品目の J 規格無し 
携帯発電機 対応する J 規格あり 
リチウムイオン蓄電池 別表第九 対応する J 規格あり 


